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Ⅰ 制度編 

 

１ 政務活動費の概要 

 

  （１）政務活動費とは 

地方自治法に基づき、立川市議会議員の調査研究その他の活動に資するため

必要な経費の一部として交付されるものです。政務活動費の支出については、議

員自身が市民に対して説明責任を果たすべきものとなります。 

 

 

 

 

 

  （２）政務活動とは 

議員の職務が、市民意思を代表し、政策を形成することであり、議会の役割が、

市長その他の執行機関が行う施策の評価及び監視並びに政策の立案であること

に鑑み、政務活動費を充当することができる政務活動を、次のとおりとします。 

 

◎ 根拠規程 

  ○ 地方自治法第 100条第 14 項から第 16項 

  ○ 立川市議会政務活動費交付条例 

  ○ 立川市議会政務活動費交付条例施行規則 

１ 調査研究活動 

   市政の課題、議会で審議する案件等について行う調査研究のための活動 

   （調査研究、研修などの活動） 

２ 情報収集活動 

   市民、政治家、行政関係者、民間の団体等との意見交換その他の情報収集

を行うための活動 

   （市民相談、各種会議への参加などの活動） 

３ 政策立案活動 

   政策や方針を立案及び発信するため、議員間において、政策や方針につい

て意見交換や意見調整等を行う活動 

４ 広報・広聴活動 

   市民等に対して行う広報・広聴活動 

５ その他の政務活動 

   上記のほか、議長が必要と認める活動 
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【政務活動費の対象経費の考え方（イメージ）※総務省資料】 
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２ 政務活動費の基本原則 

 

  （１）政務活動費の充当にあたっての原則 

政務活動費の充当にあたっては、政務活動に係る経費の実費弁償であること

が原則となります。配偶者、被扶養者、同居者など生計を一にする者や自らが代

表者・役員等の地位にある法人に対する支出は、実費の弁償ではないとみなされ

るおそれがあるため慎重な対応を要します。 

  （２）政務活動費充当の範囲と証拠書類の整理・保管 

政務活動に政務活動費を支出するにあたっては、議員の職責・職務を果たすた

め社会通念上妥当な範囲のものでなければなりません。 

また、活動内容や証拠書類の整理・保管を行わなければなりません。 

  （３）会派から議員への包括的委託手続き 

      政務活動費は、条例により会派及び議員に交付されます。会派の所属議員が

個々に行う政務活動に政務活動費を充てるにあたっては、会派から会派の所属

議員に対し、政務活動依頼書（別記様式１）により政務活動に関する包括的な委

託を行ってください。 

  （４）政務活動に関する包括的な委託を受けた議員及び会派に所属しない議員 

      政務活動に関する包括的な委託を受けた議員及び会派に所属しない議員の場

合、議員個人の活動との区別が難しいため、政務活動費を充当するときには、こ

の点に十分に留意する必要があります。 

  （５）公職選挙法との関係 

      公職選挙法の規定により、議員は、政治団体・親族を除き、選挙区内の者に対

し寄附を行うことはできません。 

     

 

寄附を制限 

される者 

禁止される寄附行為 禁止 

期間 
根拠条文 

寄附受領者 寄附の内容 

○公職にある者 

○公職の候補者 

○公職の候補者

になろうとす

る者 

選挙区内に

ある者（政

治団体・親

族を除く。） 

寄附のすべて 

（選挙区内において、饗応接待が

伴わない政治上の主義・施策普及

のための講習会その他の政治教育

のための集会に関し、必要やむを

得ない実費の補償（食事を除く。）

をすることはできます。） 

常時 
公職選挙法 

第 199条の 2 
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ア 飲食を伴う会議・会合等を開催する場合の留意点 

政務活動の一環として飲食を伴う会議や会合等を行う場合には、十分留意

する必要があります。 

提供の可否については、以下のとおりとなります。 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

    イ 会費の留意点 

政務活動の一環として、各種団体等が主催する会合等に参加する場合、「会

費」以外の支出を行うことは、禁止された寄附に該当することになります。 

    

 

 

 

（６）按分の考え方 

一般に議員の活動においては、政務活動とその他の議員活動（政党活動、後援

会活動等）及び私的活動とが混在する場合があります。このような場合、合理的

に説明できる場合はその割合で、合理的に説明することが困難な場合は、次を上

限とする割合でもって適切に按分してください。 

【按分の割合（上限）】 

〇政務活動とその他の議員活動とが混在する場合 

 

 

 

 

〇政務活動とその他の議員活動及び私的活動とが混在する場合 

 

 

会議や会合、意見交換会、勉強会等での食事等の提供 

出 席 者 

通 常 程 度 

を 超 え る 

飲食の提供 

通常程度の食事 
湯茶、通常程度 

の茶菓の提供  
出席者の 

実費負担 

弁 当 等 

の 提 供 

選挙区内 

にある者 
× ○ × ○ 

選挙区外 

にある者 
○ ○ ○ ○ 

政 務 活 動 
その他の議員活動 

（政党活動、後援会活動等） 

１／２ １／２ 

政 務 活 動 
その他の議員活動 

（政党活動、後援会活動等） 
私的活動 

１／４ １／４ １／２ 

次の事例は寄附行為に該当します。 

○ 会費を徴収しない会合に出席して会費相当額を支払った場合 

○ あいさつだけで退席するが、会費を支払った場合 



- 5 - 

 

 

 

３ 政務活動費の充当が不適当な経費 

 

 

  
項     目 内     容 

政党本来の活動に属する経

費 

党費、党大会賛助金・参加費・参加のための旅費等 

交際費的な経費 せん別、慶弔､寸志､病気見舞、慶弔電報、年賀状購入・印刷

代、名刺印刷代等 

飲食に要する経費 食事代､弁当代､飲食代（ただし、宿泊に伴うもの及び茶菓子

代を除く｡）等 

レクリエーション等の経費 観光、レクリエーション、私用用務等による旅行、親睦会等 

選挙活動に伴う経費 選挙活動に伴うパンフレット・ポスター・メガホン等 

その他議員個人の私費的経

費 

宗教活動（檀家総代会、報恩講、宮参り等）等 
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４ 使途基準（内容・主な例・留意事項） 

 

  
 

○ 調査研究費・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ５ページ 

○ 研修費・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ６ページ 

○ 広報費・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ７ページ 

○ 広聴費・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ８ページ 

○ 要請・陳情活動費・・・・・・・・・・・・・・・・ ８ページ 

○ 会議費・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ９ページ 

○ 資料作成費・・・・・・・・・・・・・・・・・・・１０ページ 

○ 資料購入費・・・・・・・・・・・・・・・・・・・１０ページ 

○ 人件費・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・１１ページ 

○ 事務費・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・１１ページ 
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項    目 調査研究費 

内 容 会派又は議員が行う市の事務、姉妹都市交流、地方行財政等に関する調査

研究及び調査委託に関する経費 

主 な 例  資料印刷費、調査委託費、文書通信費、交通費、宿泊費、燃料費、使用料等 

留 意 事 項  （１）宿泊を伴う調査研究のための出張調査 

① 調査研究のため宿泊を伴う出張をするときは、会派の代表者又

は議員は、出張届出書（別記様式２）により出張者の氏名、出張

先、出張期間、調査等項目、調査等旅費、研究研修費及び資料購

入費の額を議長に届け出てください｡ 

② 調査研究のため宿泊を伴う出張を行ったときは、速やかに出張

報告書（別記様式３）により、議長に報告してください｡なお、航

空運賃及び宿泊費等については、領収書等必要書類を添付してく

ださい。 

（２）宿泊を伴わない調査研究の記録 

   宿泊を伴わない調査研究に要した経費に政務活動費を充当するとき

には、活動記録簿（別記様式４）を作成し、収支報告の際に領収書等

とともに提出してください。 
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項    目 研修費 

内 容 会派又は議員が研修会を開催するために必要な経費及び団体等が開催する

研修会への参加に要する経費 

主 な 例  講師謝金、会場費、交通費、宿泊費、文書通信費、参加費、燃料費、使用料

等 

留 意 事 項  （１）研修費とは 

   研修費は、主に、会派（議員）が主催する研修会、講演会並びに他

の団体が開催する研修会、講演会等への参加に要する経費です。研修

費への政務活動費の充当にあたっては、その研修や会議の目的が政務

活動に資するものである必要があります。また、特定政党による政治

活動の研修会等への参加については、政務活動費を充当することはで

きません。 

（２）講師謝礼 

   謝礼の額については、市が予算編成時に示す講師等謝礼支払い基準

を参考に支払ってください。基準を超えるときには、超えた金額は政

務活動費を充当することはできません。 

（３）宿泊を伴う研修会への参加のための出張 

① 研修会への参加のため宿泊を伴う出張をするときは、会派の代

表者又は議員は、出張届出書（別記様式２）により出張者の氏名、

出張先、出張期間、調査等項目、調査等旅費、研究研修費及び資

料購入費の額を議長に届け出てください｡ 

② 研修会への参加のため宿泊を伴う出張を行ったときは、速やか

に出張報告書（別記様式３）により、議長に報告してください｡な

お、航空運賃及び宿泊費等については、領収書等必要書類を添付

してください。 

（４）研修会の開催及び宿泊を伴わない研修会への参加の記録 

   研修会の開催及び宿泊を伴わない研修会への参加に要した経費に政

務活動費を充当するときには、活動記録簿（別記様式４）を作成し、

収支報告の際に領収書等とともに提出してください。 

 

  



- 9 - 

 

項    目 広報費 

内 容 会派又は議員が行う活動及び市政について市民に報告するために要する経

費 

主 な 例  広報紙・報告書等印刷費、ホームページ作成・管理費、会場費、茶菓子代、

文書通信費、交通費、燃料費等 

留 意 事 項  （１）広報紙・報告書等印刷費 

   印刷費を支出するときは、収支報告書に見本を添付してください。 

（２）ホームページ作成・管理費 

作成委託料、更新委託料、容量追加サービス料、作成のためのソフ

トなどが該当します。 

（３）広報紙・ホームページ等の作成にあたって 

   ① 広報紙・ホームページ等には、会派名を記載してください。 

② 政党活動に属する広報紙・ホームページ等は、広報費として政

務活動費を充当することはできません。議員活動に属する広報紙・

ホームページ等であることを明示してください。 

（４）按分 

   広報紙・ホームページ等に政務活動以外の活動が混在する場合は、

次のとおり按分した額について政務活動費を充当することができま

す。 

（５）市政報告会等の活動の記録 

   市政報告会等に要した経費に政務活動費を充当するときには、活動

記録簿（別記様式４）を作成し、収支報告の際に領収書等とともに提

出してください。 

 

   広報紙・ホームページ等の

内容 

政務活動費として充当することが

できる額 

専ら政務活動の場合 経費の全額 

その他の議員活動が混在する場合 経費のうち合理的に説明できる割

合又は 1／2を上限とする適切な額 

私的活動が混在する場合 経費のうち合理的に説明できる割

合又は 1／4を上限とする適切な額 
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項    目 広聴費 

内 容 会派又は議員が行う市民からの市政及び会派又は議員の活動に対する要望

及び意見の聴取、市民相談等の活動に要する経費 

主 な 例  資料印刷費、会場費、茶菓子代、文書通信費、交通費、燃料費等 

留 意 事 項  （１）広聴活動の記録 

広聴活動に要した経費に政務活動費を充当するときには、活動記録

簿（別記様式４）を作成し、収支報告の際に領収書等とともに提出し

てください。 

 

 

 

 

項    目 要請・陳情活動費 

内 容 会派又は議員が要請・陳情活動を行うために必要な経費 

主 な 例  資料印刷費、文書通信費、交通費、宿泊費、燃料費等 

留 意 事 項  （１）要請・陳情活動の範囲 

   政務活動費を充当することができる要請・陳情活動は、会派又は議

員が立川市の政策実現のために関係機関に対して行うものとします。 

（２）要請・陳情活動の記録 

要請・陳情活動に要した経費に政務活動費を充当するときには、活

動記録簿（別記様式４）を作成し、収支報告の際に領収書等とともに

提出してください。 
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項    目 会議費 

内 容 会派又は議員が行う各種会議、団体等が開催する意見交換会等各種会議へ

の会派としての参加又は議員としての参加に要する経費 

主 な 例  会場費、資料印刷費、交通費、宿泊費、文書通信費、会費、燃料費等 

留 意 事 項  （１）対象とならない経費 

次の内容については、政務活動費を充当することはできません。 

 ・ 政党活動・後援会活動としての会の開催及び参加に要する経費 

   ・ あいさつやテープカットだけの会への参加に要する経費 

・ 議員が所属する自治会やＰＴＡ、趣味の会など私的又は個人的 

 に関係する会の会費 

・ 一つの企業等が開催する会への参加に要する経費 

   ・ 意見交換を伴わない場合や懇親・親睦を主目的とする会、飲食

を伴う会への参加に要する経費 

   ・ 会議を行うには不適切な場所（スナック・バー・カラオケボッ

クス等）で開催される会への参加に要する経費 

（２）政務活動費に充当することができる会費の金額 

金額が社会通念上妥当な範囲で、実費額に充てることができます。 

（３）交通費 

   ① 政務活動に資する会議等に要する交通費の実費については、政

務活動費を充当することができます。 

   ② 別に費用弁償を受ける場合については、政務活動費を充当する

ことはできません。 

（４）食事代 

   ① 会議を開催するときの茶菓子代については、政務活動費を充当

することができます。ただし、（１）に該当するときには、政務活

動費を充当することはできません。 

   ② 公職選挙法の寄附行為にあたるときには、政務活動費に充当す

ることはできません。 

（５）各種会議の開催及び参加の記録 

   各種会議の開催及び参加に要した経費に政務活動費を充当するとき

には、活動記録簿（別記様式４）を作成し、収支報告の際に領収書等

とともに提出してください。 
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項    目 資料作成費 

内 容 会派又は議員が行う活動に必要な資料の作成に要する経費 

主 な 例  印刷製本代、コピー代、翻訳料、事務機器購入費等 

 

 

項    目 資料購入費 

内 容 会派又は議員が行う活動に必要な図書、新聞、資料等の購入に要する経費 

主 な 例  書籍、雑誌、新聞、電子メディア・コンテンツ購入費等 

留 意 事 項  （１）新聞の購入 

   ① 政務活動費を充当することができる新聞は次のとおりとし、ス

ポーツ紙、夕刊紙及び政党又は政党に関係する団体が発行する機

関紙は政務活動費を充当することはできません。なお、電子版に

ついても同様とします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

   ② 自宅購読分も政務活動費を充当することはできますが、一紙は

私費的経費と考え、二紙目からを充当することができます（二紙

購読の場合は一紙分を充当することができます）。また、会派室購

読分と同じ新聞については充当することができません。 

   ③ 政務活動費を充当することができるのは、会派室購読分は全紙、

自宅購読分は二紙までとします。また、部数については会派室購

読分、自宅購読分とも各紙一部までとします。 

   ④ 領収書等は、政務活動費を充当することができない分（自宅購

読分の一紙目）についても提出してください。 

（２）資料の保管 

   書籍、雑誌等（新聞を除く）は、会派室に保管してください。 

（３）領収書 

   領収書には、商品名（書籍の場合は書名）、数量、単価等を記載して

もらってください。 

 政務活動費を充当することができる新聞 

一般紙 読売新聞、朝日新聞、毎日新聞、産経新聞、

日本経済新聞、東京新聞 

専門紙 

業界紙 

政務活動に資する専門紙及び業界紙 

※以下に該当するものを除く 

・ 購読する議員の職業に関連するもの 

・ 趣味に関連するもの 
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項    目 人件費 

内 容 会派又は議員が行う活動を補助する職員を雇用する経費 

主 な 例  給与、手当、賃金等 

留 意 事 項  （１）補助する職員の雇用にあたって 

① 調査研究活動を補助する者を臨時に雇用するときは、事前に、臨

時雇用届出書（別記様式５）により、その者の氏名及び住所、雇用

目的、雇用期間並びに雇用経費を議長に届け出てください。 

② 親族を雇用したときは、政務活動費を充当することはできません。 

③ 選挙活動及び後援会活動に関する業務のため雇用したときは、政

務活動費を充当することはできません。 

 

 

 

項    目 事務費 

内 容 会派又は議員が行う活動に係る事務の遂行に必要な経費 

主 な 例  消耗品購入費、備品購入費、事務機器代、振込手数料等 

留 意 事 項  （１）消耗品・備品購入費 

スマートフォンの購入費は、政務活動費を充当することはできませ

ん。 

（２）領収書 

   領収書には、商品名、数量、単価等を記載してもらってください。 

 

 

※スマートフォン：音声通話や SMS（ショートメッセージサービス）に加えて、インター

ネット接続など、多様な機能を備えた携帯端末の総称（携帯電話、PHS 含む）。 
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５ 主な例に関する留意事項 

 

主な例 留 意 事 項 

調査委託費 （１）調査を委託しようとするときには、調査委託届出書（別記様式６）

により委託先、調査項目、委託期間及び委託金額を議長に届け出てく

ださい。この場合、委託先は、委託しようとする調査を主たる業務と

するもので議長が適当と認めたものに限ります。 

（２）委託調査の成果物又はその写しは、議長に報告してください。 

 

文書通信費 （１）会派室に設置され、専ら政務活動のために使用する固定電話（ファ

クシミリを含む）料金は、全額政務活動費を充当することができま

す。 

（２）会派室に設置され、専ら政務活動のために使用するパソコンによる

インターネット料金（回線使用料、プロバイダ契約料など）は、全額

政務活動費を充当することができます。 

（３）本人名義のスマートフォンを政務活動に使用している場合は、料金

（機器購入代を除く）のうち 1／4 を上限とする額（1 台に限る）に

ついて、政務活動費を充当することができます。 

（４）政務活動費を充当するスマートフォン利用料金については、収支報

告の際、該当番号の金額がわかる領収書、明細書等を提出してくださ

い。 

（５）個人としての挨拶状、年賀状等の郵送料に政務活動費を充当するこ

とはできません。 

（６）電話料や通信料など翌月請求の支出は、発生主義により処理するこ

ととなります。（３月に発生したサービスに対して、翌月の４月に請

求がくる場合は、旧年度としての支出となります。）なお、例えば請

求の対象期間の設定が３月１１日から４月１０日までのように２か

年にまたがる場合は、期間の最終日の属する年度（新年度）の支出と

なります。 

 

交通費 （１）交通費の額は、立川市議会議員の報酬及び費用弁償等に関する条例

（昭和31年立川市条例第13号）第４条の規定によります。 

（２）鉄道、バスなどを使用し、領収書等が発行されないときには、活動

記録簿（別記様式４）への記録により政務活動費を充当することがで

きます。 

（３）令和８年４月１日より特急料金の距離規定が廃止されるため、
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100km以内であっても特急が使用できます。公務に支障のない範囲で

経済的な経路を選択してください。 

宿泊費 （１）宿泊費は、宿泊地に応じた上限付き実費支出が可能（原則素泊まり）

となります。（別紙１宿泊費基準額 参照） 

（２）宿泊手当分として、一律2,400円（夕食（800円）、朝食（800円）、

雑費（800円））を計上できます。食事付き宿泊プランの場合は、その

分を宿泊手当分から減額して計上してください。宿泊手当分は領収

書不要です。 

（３）午前７時以降の最も早い時刻の公共交通機関を利用して立川駅を

出発した場合に、視察・研修等の開始時刻までに目的地に到着するこ

とが困難な場合は、前泊の宿泊費を計上することができます。 

（４）災害や交通機関の途絶等、やむを得ない事情を除き、原則として、

後泊の宿泊費を計上することはできません。 

燃料費 （１）自動車を政務活動に使用している場合は、１台に限りガソリン代の

うち1／4を上限とする額について、政務活動費を充当することがで

きます。車を使用した場合、活動記録簿に車種とタンク容量の記載を

して下さい。 

使用料 （１）タクシー及びレンタカー料金に政務活動費を充当することができ

るのは、公共交通機関がないときや公共交通機関の便数が少ないた

めに政務活動に支障が生じる場合など、正当な理由がある場合に限

ります。 

（２）政務活動に伴う高速道路及び駐車料金に政務活動費を充当するこ

とができます。 

備品購入費 （１）備品は､会派室に設置するもので事務用備品に限ります。 

（２）備品の購入及び廃棄にあたっては、議長を経由して市長に対し､    

備品設置（廃棄）届出書（別記様式７）を提出してください。 

詳細は別紙２備品の管理及び取扱いについてをご確認ください。 
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６ 領収書等に関する留意事項 

 

（１）領収書のあて名は、会派交付の場合は、「会派名」又は「議員名」、議員交付の場合

は、「議員名」としてください。 

   自動印字される領収書で、あて名が空欄または「会派名」「議員名」以外の場合は、

その理由を説明できるように留意してください。 

（２）口座から自動引き落としの場合は、通帳の写しを添付書類としてください。 

（３）年度をまたぐ契約の帰属年度は、市の会計年度に準拠した扱い（発生主義）としま

す。 

（４）領収書には、商品名、内容等を記載してもらってください。 

（５）支払いの方法については、別紙３支払いについてを参考にしてください。 

 

 

７ 様式 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○ 政務活動依頼書（様式１）・・・・・・・・・・・・１７ページ 

○ 出張届出書（様式２）・・・・・・・・・・・・・・１８ページ 

○ 出張報告書（様式３）・・・・・・・・・・・・・・１９ページ 

○ 活動記録簿（様式４）・・・・・・・・・・・・・・２０ページ 

○ 臨時雇用届出書（様式５）・・・・・・・・・・・・２１ページ 

○ 調査委託届出書（様式６）・・・・・・・・・・・・２２ページ 

○ 備品設置（廃棄）届出書（様式７）・・・・・・・・２３ページ 

〇 備品管理台帳（様式８）・・・・・・・・・・・・・２４ページ 
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様式１ 

 

  年  月  日 

 

（所 属 議 員） 様 

 

                  会派名及び 

                  代表者氏名          印 

                   

政 務 活 動 依 頼 書  

 

 政務活動を下記のとおり依頼します。 

 

記 

 

１ 活動内容 

   立川市議会政務活動費交付条例第 5条に規定する調査研究、研修、広報、広聴、市民

相談、要請、陳情、各種会議への参加等市政の課題及び市民の意思を把握し、市政に反

映させる活動その他市民の福祉の増進を図るために必要な活動 

 

２ 依頼期間 

      年   月   日 から    年   月   日 まで 

 

３ その他 

 （１）政務活動費の充当にあたっては、政務活動費の手引書に規定する使途基準に従うこ

と。 

 （２）その他不明な点は、会派代表者との協議により決定する。 
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様式２ 

  年  月  日 

 

立川市議会議長 殿 

                 

会派名及び 

代表者氏名         印 

又は議員氏名 

 

 

出 張 届 出 書 

 

 調査・研修のため出張しますので、次のとおり届け出ます。 

 

 

出 張 者 氏 名  

 

 

出 張 期 間  ・ ・ （ ）～ ・ （ ）まで 泊 日 

出張先及び 

調査・研修 

項 目 

１ 

２ 

３ 

４ 

 

  

１ 経 路 

 

２ 調査旅費               円 

  鉄道賃等 運  賃       円（    × 人＝    ） 

        特急料金       円（    × 人＝    ） 

        地下鉄等       円（    × 人＝    ） 

   航空賃     →       円（    × 人＝    ） 

           →       円（    × 人＝    ） 

   バ   ス           円（    × 人＝    ） 

   モノレール           円（    × 人＝    ） 

   宿泊料 （  ／ 泊）     円（    × 人＝    ） 

   その他 （     ）     円 

３ 研究研修費             円 

４ 資料購入費             円 

５ 宿泊手当                円 

   合 計             円 

 



- 19 - 

 

様式３ 

  年  月  日 

 

立川市議会議長 殿 

 

                  会派名及び 

                  代表者氏名         印 

                  又は議員氏名 

                  出張者氏名         印 

 

 

出 張 報 告 書 

 

 出張調査・研修を行いましたので、次のとおり報告します。 

 

 

出張者氏名  

 

 

出 張 期 間  ・  ・  （  ） ～  ・  （  ） ま で  泊  日 

出張先及び 

調査・研修 

項 目 

１ 

２ 

３ 

４ 

 

 

１ 経 路 

 

２ 調査旅費               円 

  鉄道賃等 運  賃       円（    × 人＝    ） 

        特急料金       円（    × 人＝    ） 

        地下鉄等       円（    × 人＝    ） 

   航空賃     →       円（    × 人＝    ） 

           →       円（    × 人＝    ） 

   バ   ス           円（    × 人＝    ） 

   モノレール           円（    × 人＝    ） 

   宿泊料 （  ／ 泊）     円（    × 人＝    ） 

   その他 （     ）     円 

３ 研究研修費               円 

４ 資料購入費               円 

５ 宿泊手当                円 

      合 計             円 

 

６ 概要 
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円

円

円

円

車種
タンク
容量

円

円

円

円

円

調査研究費・研修費・広報費・広聴費・要請・陳情活動費・会議費

金　　額

そ　　の　　他

内訳：

内訳：

内訳：

交

通

費

車を使用した場合

参加費
（会費・負担金等）

内訳：

※　調査研究費、研修費、広報費、広聴費、要請・陳情活動費、会議費に係る活動を記録してく
　ださい。
※　宿泊を伴う出張については、この様式を使わず、「出張届出書」及び「出張報告書」を提出
　してください。

合　　　　　　　　　　計 0

活動に要した
経　　　　費

科　目
（該当科目に○を

付けてください）

行　　先 利用交通機関 利用区間

相　手　方

参加者氏名

目的・内容
結果　　等

様式４

活動記録簿

会派・議員名　　　　　　　　　　　　　　　

年　月　日

場　　　所

          年          月          日
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様式５ 

  年  月  日 

 

立川市議会議長 殿 

 

                 会派名及び 

                 代表者氏名           印 

                 又は議員氏名 

 

臨 時 雇 用 届 出 書 

 

 調査研究活動を補助する者を臨時に雇用したいので、次のとおり届け出ます。 

 

 

 

１ 氏 名                     （    歳） 

 

２ 住 所                          

 

３ 雇用目的                          

                                

４ 雇用期間   年  月  日から  年  月  日まで 

 

 

５ 雇用経費                  円
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様式６ 

 

  年  月  日 

立川市議会議長 殿 

 

                  会派名及び 

                  代表者氏名          印 

                  又は議員氏名 

 

調 査 委 託 届 出 書 

 

 調査を委託することについて、次のとおり届け出ます。 

 

 

 

１ 委 託 先 

 

２ 委託期間    年  月  日から   年  月  日まで 

 

３ 委託金額          円 

 

４ 調査項目及び概要 
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様式７ 

 

  年  月  日 

 

立 川 市 長 殿 

（立川市議会議長経由） 

                  会派名及び 

                  代表者氏名         印 

                  又は議員氏名 

 

備品設置（廃棄）届出書 

 

 次の備品を設置（廃棄）するので、届け出ます。 

 

１ 設置をするもの  品 名                   

           メ ー カ ー                   

           品 番                   

           設置の理由                   

                                   

 

２ 電源の使用    する・しない 

 

３ 廃棄するもの   品 名                   

           メ ー カ ー                   

           品 番                   

           廃棄の理由                   
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様式８ 

 

立川市議会 

会派設置（政務活動費）備品台帳 

 

管理番号 設置年月日 会派名 品名 型番等 廃棄年月日 備考 

例 令和７年４月１日 〇〇会派 ノートパソ

コン 

メーカー：

NEC/品番：〇

〇 

 〇〇議員使

用 
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Ⅱ 手続編 

 

１ 交付手順 

 

  （１）交付の申請 

会派の経理責任者及び会派に所属しない議員（以下「経理責任者及び議員」とい

う。）は、毎年 4月末日までに、市長に対し、議長を経由して政務活動費交付申請

書により政務活動費の交付を申請してください。 

交付申請の際には、政務活動費事業計画書（別記様式８）と政務活動費予算書（別

記様式９）を添付してください。 

 

 

 

 

  （２）交付額の決定及び通知 

     申請を受け、市長は、速やかに交付額を決定し、政務活動費交付決定通知書によ

り、経理責任者及び議員に通知します。 

 

 

 

 

  （３）交付の請求 

     通知を受け、経理責任者及び議員は、政務活動費の交付日の 14日前までに市長

に対し、政務活動費交付請求書により 1年分の政務活動費を請求してください。 

 

 

 

 

 

  （４）交付 

     請求を受け、市長は、政務活動費を交付します。 

◎ 根拠規程 

  ○ 立川市議会政務活動費交付条例施行規則第 2条第 1項 

 

  ◇ 申請書：規則 第 1号様式 

◎ 根拠規程 

  ○ 立川市議会政務活動費交付条例施行規則第 3条 

 

  ◇ 通知書：規則 第 3号様式 

◎ 根拠規程 

  ○ 立川市議会政務活動費交付条例第 3条 

  ○ 立川市議会政務活動費交付条例施行規則第 4条 

 

  ◇ 請求書：規則 第 4号様式 
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２ 会派の届出及び交付額の調整 

   

（１）新たな結成 

     新たに結成された会派の代表者となる議員は、市長に対し、議長を経由して会

派結成届出書により届け出てください。 

 

 

 

 

   年度の途中において新たに結成された会派に対しては結成された日の属する月

の翌月分から、政務活動費を交付します。 

   また、年度の途中において新たに議員となった者に対しては議員となった日の

属する月の翌月分から、交付します。 

 

 

（２）変更 

   会派の代表者（以下「代表者」という。）は、会派の名称、代表者、構成議員そ

の他重要事項に変更があったときは、市長に対し、議長を経由して政務活動費変更

届出書により速やかに届け出てください。 

 

 

 

 

   会派が年度の途中において所属議員数に異動を生じた場合、既に交付した額が

異動後の議員数に基づいて算定した額に不足するときは、当該不足額を追加して

交付します。また、既に交付した額が異動後の議員数に基づいて算定した額を超過

するときは、政務活動費返還届出書により速やかに届け出し、当該超過額を返還し

てください。 

    

 

 

 

◎ 根拠規程 

  ○ 立川市議会政務活動費交付条例施行規則第 2条第 3項 

 

  ◇ 届出書：規則 第 2号様式 

◎ 根拠規程 

  ○ 立川市議会政務活動費交付条例施行規則第 5条第 1項 

 

  ◇ 届出書：規則 第 5号様式 

◎ 根拠規程 

  ○ 立川市議会政務活動費交付条例第 4条第 1項 

◎ 根拠規程 

  ○ 立川市議会政務活動費交付条例第 4条第 3項 

 

  ◇ 届出書：規則 第 6号様式 
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（３）解散 

   会派を解散したときは、当該会派の代表者であった議員は、市長に対し、議長を

経由して会派解散届出書により届け出てください。 

 

 

 

 

   会派が年度の途中において解散した場合は、政務活動費返還届出書により速や

かに届け出し、当該解散の日の属する月の翌月以降分の政務活動費を返還してく

ださい。 

     また、議員が辞職、失職、除名若しくは死亡若しくは議会の解散により議員でな

くなった場合は、政務活動費返還届出書により速やかに届け出し、議員でなくなっ

た日の属する月の翌月以降分を返還してください。 

 

 

 

 

     なお、所属していた会派が年度の途中において解散したか、又は会派より脱会し

た議員に対しては、当該解散の日の属する月又は脱会した日の属する月の翌月分

から政務活動費を交付します。 

     

 

 

 

 

３ 経理責任者 

   会派は、政務活動費に関する経理責任者を置かなければなりません。 

    

 

 

◎ 根拠規程 

  ○ 立川市議会政務活動費交付条例施行規則第 5条第 3項 

 

  ◇ 届出書：規則 第 7号様式 

◎ 根拠規程 

  ○ 立川市議会政務活動費交付条例第 4条第 2項 

 

◇ 届出書：規則 第 6号様式 

◎ 根拠規程 

  ○ 立川市議会政務活動費交付条例第 4条第 4項 

◎ 根拠規程 

  ○ 立川市議会政務活動費交付条例第 6条 
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４ 収支報告 

   

  （１）収支報告書等の提出 

政務活動費の交付を受けた会派の経理責任者及び議員は、毎年 4月末日までに、

前年度交付された政務活動費に係る収支報告書及び実績報告書を作成し、当該政

務活動費に係る領収書又はこれに準ずる書類（以下「領収書等」という。）及び支

出明細書（別記様式１０）を添えて議長に提出しなければなりません。 

領収書に準ずる書類とは、通帳の写し、振込控え、活動記録簿など、政務活動費

の支払額が確認できる書類をいいます。 

 

 

 

 

 

     なお、会派が解散し、又は議員が議員でなくなったときは、当該会派の経理責任

者又は議員は、解散の日又は議員でなくなった日から 30日以内に収支報告書等を

提出しなければなりません。 

 

 

  （２）残額の返還 

     会派又は議員がその年度において交付を受けた政務活動費の総額から、支出し

た総額を控除して残額がある場合には、政務活動費残額返還届出書により速やか

に届け出し、当該残額を返還してください。 

 

 

 

 

◎ 根拠規程 

  ○ 立川市議会政務活動費交付条例第 7条第 1項及び第 2項 

  ○ 立川市議会政務活動費交付条例施行規則第 6条 

 

◇ 報告書：規則 第 8号様式及び第 9号様式 

◎ 根拠規程 

  ○ 立川市議会政務活動費交付条例第 7条第 3項 

  

◎ 根拠規程 

  ○ 立川市議会政務活動費交付条例第 8条 

  ○ 立川市議会政務活動費交付条例施行規則第 7条 

 

◇ 届出書：規則 第 10号様式 
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（３）会計帳簿の整理及び保管 

     会派の経理責任者及び議員は、政務活動費の収支について会計帳簿を調製する

とともに、領収書等の証拠書類を整理し、これを当該政務活動費に係る収支報告書

等の提出期限の日の属する年度の翌年度の４月１日から起算して５年を経過する

日まで保管しなければなりません。 

 

 

 

 

 

５ 収支報告書、領収書等（写）及び支出明細書の公表及び閲覧等 

 

   議長は、提出された収支報告書、領収書等（写）及び支出明細書を議会図書室及び市

議会ホームページにおいて、公表し閲覧に供します。 

   議長は、提出された収支報告書、領収書等及び支出明細書を、提出期限の日の属する

年度の翌年度の 4月 1日から起算して 5年を経過する日まで保存します。 

  

◎ 根拠規程 

  ○ 立川市議会政務活動費交付条例施行規則第 8条 

◎ 根拠規程 

  ○ 立川市議会政務活動費交付条例第 9条 

  ○ 立川市情報公開条例第 5条及び第 7条 
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６ 事務手続きの流れ 

 

  （１）申請・交付 

 

 

  

会派の経理責任者及び議員 

    提出先：議会事務局議事係 市長 

交付申請 

4 月末日まで 

会派の経理責任者及び議員 

交付額の決定、通知 

    提出先：議会事務局議事係 市長 

1 年分の請求 

 

指定口座に振込 

交付 

申請書 

（規則第１

号様式） 

事業計画書 

（手引き様式８） 

予算書 

（手引き様式９） 

決定通知書 

（規則第３

号様式） 

請求書 

（規則第４

号様式） 
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（２）年度終了後 

 

 

  

会派の経理責任者及び議員 

    提出先：議会事務局議事係 議長 

収支報告 

4月末日まで 

会派の経理責任者及び議員 

額の確定 

    提出先：議会事務局議事係 市長 

残額の返還 

（ある場合） 

納付 

収支報告書 

（規則第８

号様式） 

残額返還 

届出書 

（規則第 10

号様式） 

実績報告書 

（規則第９

号様式） 

議長 

領収書等 

公表 

（議会図書室及び 

市議会ホームページ） 

収支報告書 

    議会事務局議事係 

領収書等 

（写） 

 支出明細書 

支出明細書 

（手引き様

式１０） 

「領収書等（写）」を公表の対象に追

加及び情報公開請求の流れを削除 

備品台帳 
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７ 様式 

 

 

 

 

 

 

 

 

○ 政務活動費事業計画書（様式８）・・・・・・・・・３３ページ 

○ 政務活動費予算書（様式９）・・・・・・・・・・・３４ページ 

○ 政務活動費支出明細書（様式１０）・・・・・・・・３５ページ 
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様式８ 

  年度 政務活動費事業計画書 

 

項     目 内              容 
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様式９ 

 年度 政務活動費予算書 

 

１ 歳入の部 

  

科 目 金   額（円） 摘 要 

政 務 活 動 費   

   

合 計   

 

２ 歳出の部 

 

科 目 金   額（円） 摘 要 

調 査 研 究 費   

研 修 費   

広 報 費   

広 聴 費   

要 請 ・ 陳 情 活 動 費   

会 議 費   

資 料 作 成 費   

資 料 購 入 費   

人 件 費   

事 務 費   

   

   

合 計   
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様式１０

科　　目 支出日 内　　容 金　　額

年度　政務活動費支出明細書

会派又は議員名　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　
　　　　　　　　　費

合　　　　計
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Ⅲ 資料編 

 

１ 立川市議会政務活動費交付条例 

  

○立川市議会政務活動費交付条例 

平成13年３月30日条例第14号 

改正 

平成20年９月17日条例第14号 

平成25年３月21日条例第64号 

立川市議会政務活動費交付条例 

（目的） 

第１条 この条例は、地方自治法（昭和22年法律第67号）第100条第14項から第16項ま

での規定に基づき、議会の議員の調査研究その他の活動に資するため必要な経費の

一部として、議会における会派及び議員に対し、政務活動費を交付することに関

し、必要な事項を定めることを目的とする。 

（交付対象） 

第２条 政務活動費は、会派（３人以上の議員で構成し、議長に届出のあった団体を

いう。以下同じ。）及び議員（議員の職にある者で会派に所属しないものをいう。

以下同じ。）に対して交付する。 

（交付額及び交付方法） 

第３条 会派に対する政務活動費は４月１日（以下「基準日」という。）における当

該会派に所属する人数に月額50,000円を乗じて得た額を、議員に対する政務活動費

は基準日に在職する議員に月額50,000円を、１年分ごとに交付する。ただし、年度

の途中において議員（会派に所属する者を含む。）の任期が満了する場合は、任期

満了日の属する月までの月数分を交付する。 

（交付額の調整） 

第４条 政務活動費は、年度の途中において新たに結成された会派に対しては結成さ
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れた日の属する月の翌月分から、年度の途中において新たに議員となった者に対し

ては議員となった日の属する月の翌月分から、交付する。 

２ 政務活動費は、会派が年度の途中において解散した場合又は議員が辞職、失職、

除名若しくは死亡若しくは議会の解散により議員でなくなった場合は、当該解散の

日の属する月又は議員でなくなった日の属する月の翌月以降分を返還させることが

できる。 

３ 政務活動費は、会派が年度の途中において人数に異動を生じた場合、既に交付し

た額が異動後の人数に基づいて算定した額に不足するときは、当該不足額を追加し

て交付し、既に交付した額が異動後の人数に基づいて算定した額を超過するとき

は、当該超過額を返還させることができる。 

４ 政務活動費は、所属していた会派が年度の途中において解散し、又は会派より脱

会した議員に対しては、当該解散の日の属する月又は脱会した日の属する月の翌月

分から交付する。 

５ 政務活動費の交付を受けた議員が年度の途中において、会派の結成若しくは合併

又は会派への加入により議員でなくなった場合は、議員でなくなった日の属する月

の翌月以降分の政務活動費を返還させることができる。 

（政務活動費を充てることができる経費の範囲） 

第５条 政務活動費は、会派及び議員が行う調査研究、研修、広報、公聴、市民相

談、要請、陳情、各種会議への参加等市政の課題及び市民の意思を把握し、市政に

反映させる活動その他市民の福祉の増進を図るために必要な活動（次項において

「政務活動」という。）に要する経費に対して交付する。 

２ 政務活動費は、別表に定める政務活動に要する経費に充てることができるものと

する。 

（経理責任者） 

第６条 会派は、政務活動費に関する経理責任者を置かなければならない。 

（収支報告書等の提出） 

第７条 政務活動費の交付を受けた会派の経理責任者及び議員は、規則で定める様式
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により政務活動費に係る収支報告書及び実績報告書（以下「収支報告書等」とい

う。）を作成し、当該政務活動費に係る領収書又はこれに準ずる書類（以下「領収

書等」という。）を添えて議長に提出しなければならない。 

２ 収支報告書等は、前年度の交付に係る政務活動費について、毎年４月末日までに

提出しなければならない。 

３ 第４条第２項又は第５項の規定に該当したときは、前項の規定にかかわらず、当

該会派の経理責任者であった者又は議員であった者は、解散の日又は議員でなくな

った日から30日以内に収支報告書等を提出しなければならない。 

４ 議長は、第１項の規定により提出された収支報告書等の写しを市長に送付するも

のとする。 

（政務活動費の返還） 

第８条 市長は、政務活動費の交付を受けた会派又は議員がその年度において交付を

受けた政務活動費の総額から、支出した総額を控除して残額がある場合には、当該

残額の返還を命ずることができる。 

（収支報告書等の保存） 

第９条 議長は、第７条第１項の規定により提出された収支報告書等及び領収書等

を、同条第２項又は第３項に規定する提出期限の日の属する年度の翌年度の４月１

日からから起算して５年を経過する日まで保存しなければならない。 

（透明性の確保） 

第10条 議長は、第７条第１項の規定により提出された収支報告書等について必要に

応じて調査を行う等、政務活動費の適正な運用を期すとともに、使途の透明性の確

保のために必要な措置を講ずるものとする。 

（委任） 

第11条 この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。 

附 則 

この条例は、平成13年４月１日から施行する。 

附 則（平成14年９月18日条例第35号） 
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この条例は、公布の日から施行する。 

附 則（平成20年９月17日条例第14号） 

この条例は、公布の日から施行する。 

附 則（平成25年３月21日条例第64号） 

１ この条例は、公布の日から施行する。ただし、第３条の改正規定（「20,000円」

を「50,000円」に改める部分に限る。）については、平成25年４月１日から施行す

る。 

２ この条例（第３条の改正規定中「20,000円」を「50,000円」に改める部分を除

く。）は、平成25年３月１日から適用する。 

３ 前項の規定にかかわらず、この条例による改正後の立川市議会政務活動費交付条

例第５条及び同条例別表の規定については、この条例の施行の日以後に交付する政

務活動費から適用する。 

附 則（平成28年9月15日条例第51号） 

１ この条例は、公布の日から施行する。ただし、平成28年７月１日から適用する。 

２ 平成28年７月１日からこの条例の施行の日（以下「施行日」という。）の前日ま

でにおける、この条例による改正後の立川市議会政務活動費交付条例第７条第３項

の規定の適用については、同項中「解散の日又は議員でなくなった日」とあるの

は、「施行日」とする。 

 

別表（第５条関係）  

項     目 内     容 

調査研究費 会派又は議員が行う市の事務、地方行財政等に関する調査研究

及び調査委託に関する経費 

研修費 会派又は議員が研修会を開催するために必要な経費及び団体等

が開催する研修会への参加に要する経費 

広報費 会派又は議員が行う活動及び市政について市民に報告するため
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に要する経費 

広聴費 会派又は議員が行う市民からの市政及び会派又は議員の活動に

対する要望及び意見の聴取、市民相談等の活動に要する経費 

要請・陳情活動費 会派又は議員が要請・陳情活動を行うために必要な経費 

会議費 会派又は議員が行う各種会議、団体等が開催する意見交換会等

各種会議への会派としての参加又は議員の参加に要する経費 

資料作成費 会派又は議員が行う活動に必要な資料の作成に要する経費 

資料購入費 会派又は議員が行う活動に必要な図書、資料等の購入に要する

経費 

人件費 会派又は議員が行う活動を補助する職員を雇用する経費 

事務費 会派又は議員が行う活動に係る事務の遂行に必要な経費 

 

 

２ 立川市議会政務活動費交付条例施行規則 

  

○立川市議会政務活動費交付条例施行規則 

平成13年３月30日規則第11号 

改正 

平成22年５月31日規則第５号 

平成25年３月28日規則第58号 

立川市議会政務活動費交付条例施行規則 

（目的） 

第１条 この規則は、立川市議会政務活動費交付条例（平成13年立川市条例第14号。

以下「条例」という。）の施行について必要な事項を定めることを目的とする。 

（交付申請等） 

第２条 政務活動費の交付を受けようとする会派及び議員（条例第２条に規定する会

派及び議員をいう。以下同じ。）は、毎年４月末日までに、市長に対し、議長を経
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由して政務活動費交付申請書（第１号様式）により申請しなければならない。 

２ 年度の途中において新たに結成された会派又は議員となった者が当該申請をしよ

うとする場合は、前項の規定にかかわらず、当該結成された日の属する月又は議員

となった月の翌月末日までにしなければならない。 

３ 新たに結成された会派の代表者となる者は、市長に対し、議長を経由して会派結

成届出書（第２号様式）により届け出なければならない。 

（交付決定） 

第３条 市長は、前条の規定による申請があったときは、速やかに政務活動費の交付

額を決定し、政務活動費交付決定通知書（第３号様式）により、会派及び議員に通

知するものとする。 

（交付請求） 

第４条 会派の代表者及び議員は、政務活動費の交付日の14日前までに、政務活動費

交付請求書（第４号様式）により、政務活動費を請求するものとする。 

（変更の届出等） 

第５条 会派の代表者及び議員は、会派の名称、代表者、所属する者その他重要事項

に変更があったときは、市長に対し、議長を経由して政務活動費変更届出書（第５

号様式）により速やかに届け出なければならない。 

２ 条例第４条第２項、第３項又は第５項の規定により政務活動費を返還しようとす

る者は、政務活動費返還届出書（第６号様式）により速やかに届け出なければなら

ない。 

３ 会派を解散したときは、当該会派の代表者であった者は、市長に対し、議長を経

由して会派解散届出書（第７号様式）により届け出なければならない。 

（収支報告書等） 

第６条 条例第７条第１項に規定する収支報告書等は、政務活動費収支報告書（第８

号様式）及び政務活動費実績報告書（第９号様式）により、議長に提出しなければ

ならない。 

（残額の返還） 
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第７条 条例第８条の規定により政務活動費の残額を返還しようとする者は、政務活

動費残額返還届出書（第10号様式）により速やかに届け出なければならない。 

（会計帳簿の整理及び保管） 

第８条 政務活動費の交付を受けた会派の経理責任者及び議員は、政務活動費の収支

について会計帳簿を調製するとともに、領収書等の証拠書類を整理し、これを当該

政務活動費に係る収支報告書等の提出期限の日の属する年度の翌年度の４月１日か

ら起算して５年を経過する日まで保管しなければならない。 

附 則 

１ この規則は、平成13年４月１日から施行する。 

２ 立川市議会市政調査研究費交付規則（昭和62年立川市規則第15号）は、廃止す

る。 

附 則（平成13年５月30日規則第47号） 

この規則は、平成13年６月１日から施行する。 

附 則（平成17年８月１日規則第41号） 

この規則は、公布の日から施行する。 

附 則（平成19年３月30日規則第１号） 

この規則は、平成19年４月１日から施行する。 

附 則（平成22年３月31日規則第45号） 

１ この規則は、公布の日から施行する。 

２ この規則による改正後の立川市議会市政調査研究費交付条例施行規則の規定は、

平成19年４月１日から適用する。 

附 則（平成22年５月31日規則第５号） 

この規則は、平成22年６月１日から施行する。 

附 則（平成25年３月28日規則第58号） 

１ この規則は、公布の日から施行する。ただし、平成25年３月１日から適用する。 

２ 前項ただし書にかかわらず、この規則による改正後の立川市議会政務活動費交付

条例施行規則の規定については、この規則の施行の日以後に交付する政務活動費か
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ら適用する。 

附 則（平成28年９月15日規則第52号） 

この規則は、公布の日から施行する。ただし、平成28年７月１日から適用する。 

第１号様式（第２条関係） 

第２号様式（第２条関係） 

第３号様式（第３条関係） 

第４号様式（第４条関係） 

第５号様式（第５条関係） 

第６号様式（第５条関係） 

第７号様式（第５条関係） 

第８号様式（第６条関係） 

第９号様式（第６条関係） 

第10号様式（第７条関係） 
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第１号様式（第２条関係） 

 

  年  月  日 

 

立 川 市 長  殿 

（立川市議会議長経由） 

                   会派名及び 

                   経理責任者氏名        印 

                   又は議員氏名 

 

 

政務活動費交付申請書 

 

 

政務活動費の交付を受けたいので、予算書及び事業計画書を添えて次のとおり申請しま

す。 

 

 

 

１ 申請額             円 

（ただし、    年  月分から  年  月分まで） 

 

 

２ 申請額算定基礎 

５０,０００円×  人×  月＝          円 
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第２号様式（第２条関係） 

  年  月  日 

 

立 川 市 長  殿 

（立川市議会議長経由） 

会派名及び 

代表者氏名         印 

 

 

会 派 結 成 届 出 書 

 

新たに会派を結成したので、次のとおり届け出ます。 

 

会 派 の 名 称   

結 成 年 月 日  ・     ・ 

代 表 者 氏 名  
 

所 属 人 数 人 

経理責任者名  

所属する者の

氏名 
  

  

  

  

  

  

  

そ の 他 
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第３号様式（第３条関係） 

 

  年  月  日 

  

 殿 

 

                         立川市長            印 

 

 

政務活動費交付決定通知書 

 

 

  年  月  日付けで申請のあった政務活動費について、次のとおり決定したので

通知します。 

 

 

 

１ 交付決定額                円 

（ただし、    年  月分から  年  月分まで） 
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第４号様式（第４条関係） 

 

  年  月  日 

 

立 川 市 長  殿 

 

                   会派名及び 

経理責任者氏名        印 

                   又は議員氏名 

 

 

政務活動費交付請求書 

 

 

年  月  日付けで交付決定のあった政務活動費について、次のとおり請求します。 

 

 

１ 請求額             円 

（ただし、    年  月分から  年  月分まで） 

 

 

２ 請求額算定基礎 

５０,０００円×  人×  月＝          円 
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第５号様式（第５条関係） 

 

  年  月  日 

 

立 川 市 長   殿 

（立川市議会議長経由） 

 

会派名及び 

経理責任者氏名        印 

                   又は議員氏名 

 

 

政務活動費変更届出書 

 

次の事項について変更があったので届け出ます。 

 

事 項 新 旧 

会 派 の 名 称 
  

代 表 者 氏 名   

所属する者の

氏名 
    

    

    

    

    

    

    

そ の 他 
 

 

 

 



- 49 - 

 

第６号様式（第５条関係） 

 

  年  月  日 

 

立 川 市 長  殿 

（立川市議会議長経由） 

会派名及び 

経理責任者氏名        印 

                   又は議員氏名 

 

 

政務活動費返還届出書 

 

政務活動費の返還について、次のとおり届け出ます。 

 

  

会 派 名 又 は 議 員 氏 名  

変 更 の 生 じ た 年 月 日  ・   ・  

変 更 の あ っ た 者 の 氏 名   

  

  

  

変 更 後 の 所 属 人 数               人 

交 付 を 受 け た 政 務 活 動 費 ― ①                円 

変 更 後 の 政 務 活 動 費 ― ②                円 

返 還 額 ①－②               円 
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第７号様式（第５条関係） 

 

  年  月  日 

 

立 川 市 長  殿 

（立川市議会議長経由） 

 

会派名及び 

代表者氏名         印 

 

 

会 派 解 散 届 出 書 

 

 

会派を解散したので、次のとおり届け出ます。 

 

 

 

 

１ 解 散 会 派 の 名 称 

 

 

２ 会派の解散年月日     年   月   日 
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第８号様式（第６条関係） 

 

  年  月  日 

 

立川市議会議長  殿 

                       

会派名及び 

経理責任者氏名           印 

                     又は議員氏名 

  

 

政務活動費収支報告書 

 

  年  月分から  年  月分までの政務活動費の収支について､次のとおり報告

します。 

 

 

 

１ 歳入の部 

   

   

科 目 金     額 （ 円 ） 摘 要 

政 務 活 動 費            

   

合 計   
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２ 歳出の部 

  

科 目 金    額（円） 摘 要 

調 査 研 究 費    

研 修 費   

広 報 費   

広 聴 費   

要請・陳情活動費   

会 議 費   

資 料 作 成 費   

資 料 購 入 費   

人 件 費   

事 務 費   

   

   

合 計   

 

 

収入済額       支出済額       差引返還額 

       円－         円＝         円 
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第９号様式（第６条関係） 

  年  月  日 

 

立川市議会議長 殿 

 

                  会派名及び 

経理責任者氏名        印 

                   又は議員氏名 

 

 

政務活動費実績報告書 

 

  年  月分から  年  月分までの政務活動費の執行内容について、次のとおり

報告します。 

 

 

１ 研修等の項目及び内容 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＊ 委託調査の場合は、成果物を添付すること。 

項目及び内容は、詳細に記載して

ください。 
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第 10 号様式（第７条関係） 

  年  月  日 

  

立 川 市 長  殿 

（立川市議会議長経由） 

会派名及び  

経理責任者氏名          印 

                       又は議員氏名 

 

 

政務活動費残額返還届出書 

 

政務活動費の残額の返還について、次のとおり届け出ます。 

 

 

 

 

１ 交 付 額                   円 

 

２ 支 出 済 額                   円 

 

３ 残 額                   円 
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３ Ｑ＆Ａ 

 

Ｑ１ 支払いにおいて実質的な値引きとなるポイントが発生した場合の取り扱いについ 

  て 

Ａ１ 商品の購入等において実質的な値引きとなるポイントが発生した場合でも、支払

額全額を政務活動費で充当できます。政務活動費を充当する支出で得たポイントに

ついては、私的な使用は控えるなど良識の範囲内で取り扱い、説明ができるように留

意してください。 

 また、政務活動費を充てる支出にポイントを利用した場合は、ポイントによる支払

い部分を除いた実際の支払い額のみ、政務活動費で充当できます。 

 

Ｑ２ ２か年にまたがる契約の帰属年度について 

Ａ２ 電話料や通信料など翌月請求の支出は、発生主義（市の会計年度に準拠した扱い）

により処理することとなります。（３月に発生したサービスに対して翌月の４月に請

求がくる場合は、旧年度としての支出となります。）なお、例えば請求の対象期間の

設定が３月 11 日から４月 10 日までのように２か年度にまたがる場合は、期間の最

終日の属する年度（新年度）の支払いになります。 

 

Ｑ３ 年度末、年度当初の備品購入費、印刷製本費等の取り扱いについて 

Ａ３ 契約日と納品日は同一年度であることが必要です。領収書の日付が翌年度となる

場合や年度末の契約を必要とする場合は、理由を説明できるように留意してくださ

い。 

 

Ｑ４ 会派名又は議員名の領収書が発行できない場合の取り扱いについて 

Ａ４ 会派名又は議員名の領収書が発行できない場合は、例外扱いとなりますので、発行

できない理由を説明できるように留意してください。 

 

Ｑ５ 広報誌等の配布について 

Ａ５ 広報費（文書通信費）からの支出が可能です。 

 

Ｑ６ 政務活動中の事故等に備えて保険に加入したいが、保険料を政務活動費で充当で

きますか。 

Ａ６ 政務活動以外の事故も補償の対象となる保険料を政務活動費で充当できません。 
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Ｑ７ 出張する際の基点について 

Ａ７ 宿泊を伴わない出張の起点は自宅となります。ただし、宿泊を伴う視察や研修の場

合は、立川駅が起点となりますので注意が必要です。 

 

Ｑ８ スマートフォン使用料の取り扱いについて 

Ａ８ スマートフォン使用料の請求額（契約事務手数料を含む）から端末購入料金を除い

た額を上限とする額の 1/4を政務活動費で充当できます。 

 

Ｑ９ 会派室の固定電話、スマートフォンの支出項目について 

Ａ９ 主な使用目的によります。たとえば調査研究を主な目的として固定電話を使用し

た場合は調査研究費となります 

  

Ｑ10 消耗品や燃料費の支出項目について 

Ａ10 購入目的や使用目的によります。たとえば会議を開催することを目的として消耗

品を購入した場合は、会議費で支出します。調査研究を目的にガソリンを購入した場

合は調査研究費で充当できます。 

 

Ｑ11 ソフトウェアの購入について 

Ａ11 政務活動に必要なソフトウェアであれば充当できます。 

 

Ｑ12 自宅に設置した事務用品（２万円未満のもの）について 

Ａ12 自宅に設置した事務用品は私的活動が混在するので、原則、経費の 1/4を上限とす

る適切な額となります。 

 

Ｑ13 タブレット端末の購入について 

Ａ13 備品設置届を提出し、会派室市議会議員としての活動で使用する場合は政務活動

費を充当できます。 

 

Ｑ14 パソコンの延長保証料の取り扱いについて 

Ａ14 自動車の車検代、保険代に政務活動費は充当できません。パソコンについても延長

保証等の保険については政務活動費を充当することはできません。 
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Ｑ15 ハガキや切手等郵送代について 

Ａ15 購入目的や使用目的の記録を残してください。個々の領収書について活動記録簿

や支出明細書へ記載してください。購入した年度に使用しなかった切手代は政務活動

費として支出することはできません。 

 

Ｑ16 ガソリン代等の燃料費について 

Ａ16 自家用車の使用目的を活動記録簿へ記載してください。また、車種、タンク容量を

記載してください。 

 

Ｑ17 全国どこのガソリンスタンドで給油しても政務活動費で充当できますか。 

Ａ17 全国どこのガソリンスタンドで給油しても結構です。 

 

Ｑ18 政務活動（市政調査）費で購入した備品の廃棄料について 

Ａ18 備品を廃棄する際は備品廃棄届出書（様式 7）の提出が必要です。廃棄料が必要な

場合は政務活動費を充当できます。 

 

Ｑ19 市政についての法律解釈を弁護士に相談したいが、弁護士費用を政務活動費で充

当できますか。 

Ａ19 市政についての法律的な相談が、政務活動として行ったことを説明できる場合は

政務活動費を充当できます。 

 

Ｑ20 私用を含む出張に行った場合の政務活動費の取り扱いはどうなるのか。 

Ａ20 立川市議会では、私用を含む出張については、すべての費用を政務活動費から支

出しないこととなっています。 

 

Ｑ21 議会事務局より貸与されているタブレット端末の付属品等について政務活動費を

使用して購入してよいか。  

Ａ21 モバイルバッテリーやキーボード等市議会議員としての活動に使用するものであ

れば政務活動費で購入可能です。 

 

Ｑ22 キャンセル料に対する支出は、どのような場合に認められるのか。 

Ａ22 キャンセル料については、議員の親族の不幸、議員本人の体調不良、他の公務や

議員活動が生じた場合など、正当と認められる理由があれば、該当支出を認める判例

があります。 
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Ｑ23 会派、議員が主催する研修会等開催経費に対する政務活動費の支出の基準は。 

Ａ23 会場費や講師謝礼などへの支出について、「政務活動費が当該会派や議員の調査研

究、その他の活動に資するため必要な経費であることから、研修会の対象者が基本的

に当該会派又は議員であることは勿論のこと、その内容が単なる一般教養もしくはこ

れに類するものを対象とするのではなく、市議会議員として求められる政策立案や監

視権の行使につながるようなものであることが必要」との判例があります。このこと

から、外部に開かれた研修等の開催経費に政務活動費を充てることは不適切となる場

合があります。 

  例えば、著名人を呼んで行う講演会を開催し、住民や他の会派の参加も可とした場

合、当該会派向け以外の講演会として開催されたとされ、政務活動費の使用ができな

い場合もあります。 

 

 

Ｑ24 広報誌を作成した場合の広報費の按分の具体的な目安はどのように判断すればよ

いか。 

Ａ24 市政報告的な側面が明らかに強い場合（例：4 分の 3 以上）100％支出可能です。

宣伝的な側面が明らかに強い場合は 0％、いずれかが明らかに強いとも言えないよう

な場合は 50％支出可能です。議員や著名人である後援者の顔写真、議員の集合写真、

大書した名前、プロフィール等は支出が認められない記事です。 

  ホームページ、SNS へのリンクの QR コードは 20％以下となるよう作成してくださ

い。 

  なお、選挙前３か月以内は、市政報告以外の広報誌の配付は原則認められません。 

 

Ｑ25 議会事務局から提供したインターネット中継動画の編集にかかる経費を政務活動

費として使用できるのか 

Ａ25 動画の内容が市議会議員としての市政報告であれば、広報費として政務活動費の

支出は可能となります。なお、成果物は自身の市政報告等市議会議員としての活動の

ために使用してください。  

 

Ｑ26 立川から羽田空港に行く場合はどのようなルートで行くべきか。 

Ａ26 立川～川崎（南武線）、京急川崎～羽田空港（京急本線）が一番経済的なルートと

なります。時間の関係等でそれ以外のルートになる場合には事務局に相談してくださ

い。 
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Ｑ27 他自治体に視察に行く際はどのような手続きが必要か。 

Ａ27 他自治体への視察については、議会事務局から視察先自治体への正式な依頼が必

要となります。会派で視察を考えている場合や他自治体の議員と一緒に行く場合など

でも、まずは議会事務局まで必ずご相談ください。 

   立川市が所管している市の施設についての視察等は直接担当課と調整をしてくだ

さい。 
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別紙１ 

 

宿泊費基準額 

 

区分 宿泊費基準額（一夜につき） 区分 宿泊費基準額（一夜につき） 

北海道 18,000 円 鳥取県 11,000 円 

青森県 15,000 円 島根県 13,000 円 

岩手県 13,000 円 岡山県 14,000 円 

宮城県 14,000 円 広島県 18,000 円 

秋田県 15,000 円 山口県 11,000 円 

山形県 14,000 円 徳島県 14,000 円 

福島県 11,000 円 香川県 21,000 円 

茨城県 15,000 円 愛媛県 14,000 円 

栃木県 14,000 円 高知県 15,000 円 

群馬県 14,000 円 福岡県 25,000 円 

埼玉県 27,000 円 佐賀県 15,000 円 

千葉県 24,000 円 長崎県 15,000 円 

東京都 27,000 円 熊本県 20,000 円 

神奈川県 22,000 円 大分県 15,000 円 

新潟県 22,000 円 宮崎県 17,000 円 

富山県 15,000 円 鹿児島県 17,000 円 

石川県 13,000 円 沖縄県 15,000 円 

福井県 14,000 円   

山梨県 17,000 円   

長野県 15,000 円   

岐阜県 18,000 円   

静岡県 13,000 円   

愛知県 15,000 円   

三重県 13,000 円   

滋賀県 15,000 円   

京都府 27,000 円   

大阪府 18,000 円   

兵庫県 17,000 円   

奈良県 15,000 円   

和歌山県 15,000 円   
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別紙２ 

 

備品の管理及び取扱いについて 

 

１ 備品管理の目的 

政務活動費の使途の透明性確保及び説明責任を果たすために、会派における政務活動に

必要な備品の適正な管理及び取扱いを図る。 

 

２ 備品として管理するものの基準について 

次に掲げる規格・性能が社会通念上政務活動に必要である事務用品等は、備品として管理

するものとする。 

① 取得したときにおいて消費税及び地方消費税を含む購入予定単価又は適正な対価が、

20,000 円以上であり、かつ、用途に供することのできる期間が 2 年以上のもの。 

 

３ 備品の取扱い方法について 

備品は、会派において備品管理台帳を整備し、設置場所等を明記して市民に説明できるも

のとするとともに耐用年数に基づき、次のとおり常に善良な管理を行う。 

①  備品は、政務活動費を交付する会派、もしくは会派に所属しない議員の所有とする。 

② 会派室に設置した備品の持ち出しは可とするが、その取扱いについて市民に説明でき

るよう留意すること。 

③ 更新、買い替えは、適切なサイクルで行う。 

④  耐用年数内に同一備品を購入する場合には、その必要性について収支報告書に補記

する。 

⑤ 備品の使用年数は、所得税法上の耐用年数を基準とし、耐用年数が終了していない備

品の処分を行う場合には、残りの耐用年数（購入月及び処分月は使用していた月に含

む）に相当する分の価額（残存価格）を不用額として返還すること。 

※主な備品の耐用年数 

４年：パソコン・タブレット 

５年：プリンター、デジタルカメラ、IC レコーダー、複写機、ファクシミリ 

⑥ 備品及び備品管理台帳は、引き続き会派が存続する間継承し、会派が分離、解散した

場合は、備品の廃棄処分を行い、備品廃棄届（様式７）を議長あてに提出する。 

 

 

４ 備品管理台帳の整備について 

令和８年４月分政務活動費の支出から記載を行い、毎年の収支報告書提出時に備品台帳

（様式８）を議会事務局へ提出する。 
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別紙３ 

 

政務活動費の支払い方法とポイントの取扱いについて 

 

領収書

（レシー

ト）

通帳のコピー

（引き落としが

分かる部分）

決済アプリの

画面コピー

（決済区分が

分かる部分）

クレジッ

トカード

利用明細

書

〇 支払日

〇 支払日

〇 〇 支払日

〇 〇 〇 〇

口座引

き落と

し日

〇 〇 支払日

〇 〇 〇

口座引

き

落とし

日

〇 〇 〇

口座引

き

落とし

日

〇 〇

口座引

き落と

し日

クレジットカード決済

口座引き落とし

現金

既存ポイント利用時に

は、ポイントを支払額

から差し引いた額を政

務活動費に充当。

支払いで発生したポイ

ントについては、ポイ

ント分を支払額から差

し引かず、発生したポ

イントの私的な使用は

控えるなど良識の範囲

内で取り扱う。

※支払毎にポイントの

発生や利用の状況を説

明できる資料を確保す

る。特に、クレジット

カード払いをする場合

は、月締めでの支払い

となることから、ポイ

ントの発生状況を適切

に把握し、説明ができ

るよう備えておくこ

と。

現金または預金から

残高チャージした場合に、

ポイントが発生するもの

【例：WAON、nanaco】

クレジットカード等との

連携によりポイントが

発生するもの

【例：モバイルスイカ】

QRコード決裁

（現金または預金から残高

チャージ）

QRコード決裁

（クレジットカード紐づけ）

ポイントの扱い 支出日支払方法

現金をチャージし使用するも

ので、クレジットカード等と

連携せず、ポイントが発生し

ないもの

【例：Suica、PASMO】

事務局への提出書類（いずれか一点）


